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委員会報告

福祉保健
委員会

調査項目

議第 7号
高山市介護保険条例の一部を改正する条例について
◎第５期介護保険事業計画（Ｈ２４年度～２６年度）に基づき介護
保険料の見直しを行うもの

　

国
の
介
護
保
険
法
改
正
に

伴
い
、
平
成
24
年
度
よ
り
大

き
く
制
度
が
見
直
さ
れ
ま

す
。

保
険
料　

第
１
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
）
の
基
準
月

額
を
現
行
４
８
０
０
円
か
ら

５
３
５
０
円
に
増
額

賦
課
区
分　

所
得
区
分
を
現

行
８
段
階
か
ら
11
段
階
と
し

低
所
得
者
へ
の
軽
減
を
図

る
。

　

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

審
議
の
結
果
全
会
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。

◎
主
な
値
上
げ
の
理
由

１
．
少
子
高
齢
化
の
進
行

２
．
そ
れ
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
量
の
増
加　

な
ど

図のような積算根拠により、値上げ分が５５０円となりました。

　値上げの主原因となっているサービス量の増加について、市は第５期介護保険事業計画の中で、
特養老８２床、認知症対応型グループホーム２２床、特定施設２０床の合計１２４床を増床し、特養老へ
の待機者８３８人のニーズに応えようとしています。
　しかし、委員会としては、入所基準や他のサービスの充実なども併せて計画に盛り込んでいかな
ければ値上げ分に見合わないことや、市民の「困った感」は解消されないだろうと考え、下記のよ
うな意見を添えました。

特
養
老
入
所
基
準
に
つ
い
て

　

介
護
度
４
〜
５
以
上
の
重
度
者
を
優
先
す
る
現
行
の

基
準
で
は
、
本
当
に
困
っ
た
人
が
入
所
で
き
な
い
現
状

が
あ
り
、
施
設
を
増
床
し
て
も
意
味
は
薄
い
。
老
々
介

護
や
認
知
症
で
の
徘
徊
な
ど
、
介
護
度
が
低
く
て
も
在

宅
で
は
困
難
な
人
も
多
い
。
ま
た
、
入
所
の
順
番
が
不

公
平
と
の
声
が
あ
り
、
第
三
者
機
関
の
創
設
や
透
明
化

を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

緊
急
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
創
設
に
つ
い
て

　

入
所
待
機
者
は
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
不
足
も
理
由
の
一

つ
で
あ
り
、
介
護
者
が
病
気
に
な
っ
た
時
や
遠
方
で
の

葬
儀
の
際
な
ど
、
緊
急
時
に
利
用
で
き
る
制
度
を
創
設

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

地
域
間
格
差
の
是
正
に
つ
い
て

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
が
地
域
に
よ
っ
て
格
差

が
あ
り
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
利
用
で
き
な
い
地
域

も
あ
る
。
施
設
設
備
な
ど
の
事
業
を
推
進
す
る
中
で
、

そ
の
是
正
を
強
く
求
め
る
。

福
祉
施
設
入
居
者
も
特
養
老
入
所
の
対
象
と
す
べ
き

　

障
害
者
福
祉
施
設
等
で
も
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、

65
歳
以
上
の
要
介
護
者
が
増
え
て
い
る
。
高
齢
に
よ
る

身
体
の
障
害
も
加
わ
り
、
特
養
へ
の
移
行
を
希
望
し
て

い
る
人
も
あ
る
。
若
い
世
代
の
障
害
者
が
福
祉
施
設
を

利
用
で
き
な
い
状
況
も
あ
り
、
今
後
、
施
設
整
備
に
当

た
っ
て
配
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

高
齢
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
住
み
慣
れ
た
地
域
で

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
構
築
に
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
。

【増額の要素】 【減額の要素】 5,747円

5,350円

安定化基金の取り崩し

▲ 77円

積立金の取り崩しによる

▲ 320円711円

40円

60円

136円

4,800円

要介護（支援）認定者の増加
による介護給付費の増加

（436円）

国の算定基準の変更に伴う
第１号被保険者負担割合の増加

20％ → 21％
（275円）

介護サービスに対する
報酬の改定 0.7％

介護保険料軽減のための
国補助制度の終了

特別養護老人ホームなどの整備
による介護給付費の増加

現在の介護保険料基準月額

第５期介護保険料
基準月額
５，３５０円


